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公益財団法人江東区健康スポーツ公社 

財務会計、給与・人事、勤怠管理システム導入業務に係るプロポーザル実施要領 

 

公益財団法人江東区健康スポーツ公社（以下「当公社」という。）の基幹業務において

は、平成２２年度に給与システムを、平成２４年度に財務会計システムを導入しているが

互いに独立したシステムであること、人事管理業務及び勤怠管理業務についてはシステム

未導入であり、紙媒体や表計算ソフトによる煩雑な管理が続いていることから、各基幹業

務を統合的効率的に管理できる基幹業務システムを導入する。 

ついては、公募型プロポーザル方式により、費用面のみではなく、優れた技術や知見・

ノウハウを有する事業者を募集し、事務の効率化や適正な業務遂行など、当公社に最適な

基幹業務システムの提案をした事業者を選定することを目的とする。 

 

１ 業務の概要 

 （１）件   名 財務会計、給与・人事、勤怠管理システム導入業務 

            （以下「本業務」という。） 

 （２）業 務 内 容 別紙「財務会計、給与・人事、勤怠管理システム導入業務仕様書」

（以下「仕様書」という。）のとおり 

 （３）履 行 期 間 ①構築期間：契約締結日から最長６か月（令和６年１１月末想定） 

   ②運用支援及びシステム保守期間： 

構築期間終了の翌月１日（令和６年１２月１日想定）から６０か月 

 （４）履 行 場 所 江東区健康センター（江東区東陽２－１－１）及び当公社指定 

の場所 

 （５）提案限度額 ①本業務にかかる初期導入費用 １７，７１０ 千円  

②賃貸借費用及び保守費用（６０か月） 

 ２３，８２８千円、合計額 ４１，５３８千円以内とする 

（消費税および地方消費税を含む ）。 

※初期導入費用には、運用設計構築及び研修費用、運用支援費

用（データ移行を含む。）等を含むものとする。また、本業務に

対し、経済産業省中小企業庁のＩＴ導入補助金（以下「ＩＴ補助

金」という。）を活用するため、補助金交付に伴う申請等のサポ

ート支援を含むものとする。 

※クラウド版及び、オンプレミス版での提案を可とする。 

２ 応募資格等 

  プロポーザルに参加する者は、次に掲げる要件を全て満たしていること。 

（１）応募資格 

 ア 公的な資格や登録証等の取得（提案の際に業務連携する事業者可） 

ＩＳＯ２７００１の登録証の取得や、プライバシーマーク付与認定を受けてい

ていること。 
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資格取得の証明として、登録証のコピーを参加申出時に提出すること。 

なお、プライバシーマーク付与事業者は、登録番号を参加申出時に任意書式で

提出すること。 

 イ 実績 

 （ア）提案システムの実績 

  本業務で利用する各システムについて、以下の要件を満たしていることを示

すこと。 

・提案システムは、東京都内に導入した実績を有すること。 

（イ）ＩＴ導入補助金２０２４の申請に必要な登録等が完了しており、これまで

に活用実績を有すること（提案の際に業務連携する導入支援事業者可）。    

（２）資格制限 

   次のいずれかに該当する者は、応募することができない。 

  ア 国税及び地方税を完納していない者。 

  イ  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する

者（一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産者であって復権を

得ていない者等をいう）。 

  ウ 江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（２７江総経第３２８１号）に基

づく指名停止措置を受けている者。 

  エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に規定する再生債務者又は会社更生法

（平成１４年法律第１５４号）に規定する更生会社若しくは開始前会社。 

 オ  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員の統制下にある者。 

 

３ 再委託の禁止 

  受託者は、業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。業務の一部を第三者

に委託しようとするときは、あらかじめ委託者の承諾を必要とする。 

 

４ スケジュール 

スケジュールは次のとおりとする。ただし、やむを得ない事情により変更することがある。 

内 容 日 程 

実施要領の公表期間 令和６年２月２９日（木）～令和６年３月６日（水） 

質問受付期間 令和６年２月２９日（木）～令和６年３月４日（月） 

質問回答日 令和６年３月 ７日（木）予定 

応募申込書の提出期限 令和６年３月 ８日（金）１７時厳守 

企画提案書の提出期限 令和６年３月１３日（水）１７時厳守 

第一次審査結果通知日 令和６年３月１８日（月）予定 

第二次審査（プレゼンテーション日） 令和６年３月２６日（火） 

選定結果公表 令和６年３月２９日（金）予定 
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５ 参加手続 

 （１）実施要領の公表 

① 期間：令和６年２月２９日（木）～令和６年３月６日（水）１７時まで 

② 方法：当公社ホームページにて公表 

 （２）質疑・回答 

① 質問受付期間：令和６年２月２９日（木）～令和６年３月４日（月）１７時まで 

② 質 問 方 法：所定の質問書（様式４）に質問の要旨を簡潔に記載し、以下 

のメールアドレスへ電子メールで送信すること。メールの件名は、「事業者選定

質問書（事業者名）」とすること。なお、電子メール以外での質問は受け付けな

い。メールアドレス：keiyaku@koto-hsc.or.jp 

    質問書（様式４）は当公社ホームページよりダウンロードすること。 

③ 回 答 方 法：質問への回答は当公社ホームページに掲示し、個別の回答は行 

わない。 

 

６ 提出書類等 

（１） 提出書類及び部数 

書類 部数 提出期限 

応募申込書（様式１） １部 

令和６年３月８日（金）１７時まで 
宣誓書（様式２） １部 

資格登録書の写し 

（または P マーク登録番号） 
１部 

受注・活用実績一覧表 １部 

令和６年３月１３日（水）１７時まで 

会社概要 ７部 

企画提案書 ７部 

機能要件一覧 ７部 

見積書（様式３） １部 

※見積書宛名は「公益財団法人江東区健康スポーツ公社契約担当者」とする。 

 （２）提出先及び提出方法 

   公益財団法人江東区健康スポーツ公社 事務局管理係（江東区健康センター内。江

東区東陽２－１－１）へ持参 ※提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。 

  

７ 企画提案書の作成要領 

 （１）書式 

① Ａ４版とし、表紙・目次・提案事項の順で作成すること。 

② 事業者名の記載は、表紙のみとすること。 

③ 片面印刷とし、ページ番号を付けること。 

 （２）提案内容 

   別紙「財務会計、給与・人事、勤怠管理システム導入業務仕様書」のとおり。 
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８ 選定方法 

  受託候補者の選定は公募型プロポーザル方式による。 

 （１）第一次審査（書類審査） 

    提出期限までに全ての書類の提出が完了した事業者（以下「応募事業者」と言う。）

で、提出された企画提案書等により書類審査を実施し、上位の３事業者程度を第二

次審査対象事業者とする。なお、提案限度額を超えた提案は審査対象としない。 

 （２）第二次審査 

    第二次審査対象事業者によるプレゼンテーション及び質疑応答により審査を行

う。なお、プレゼンテーションは予め提出した企画提案書等に基づき、９０分以内

で行うこと。その後の質疑応答は１５～２０分程度とする。 

① 実施日 

令和６年３月２６日（火） 

② 実施場所 

江東区健康センター ３階 体力測定室（江東区東陽２－１－１） 

③ その他 

必ず本事業のプロジェクト責任者もしくは、プロジェクトマネージャーがプ

レゼンテーションを行うこと。なお、プレゼンテーション参加者は、最大４名

までとする。プレゼンテーションにおいて、パソコンを使用する場合は必要な

機器を持参すること。ただし、プロジェクター（ケーブルはＨＤＭＩ端子）及

びスクリーンは当公社で用意する。 

 （３）選定結果の通知 

① 第一次審査 

令和６年３月１８日（月）予定  

全ての応募事業者に電子メールで結果を通知。 

② 第二次審査 

令和６年３月２９日（金）予定  

選定又は非選定の結果を第二次審査対象事業者に電子メールで結果を通知。

また、審査結果（受託候補者）を当公社ホームページに掲載。 

 （４）主な評価項目 

① 企画提案評価 

② 機能要件評価 

③ 提案価格評価 

④ 総合評価          ※別紙「評価採点表」を参照 

 （５）受託候補者の決定・契約 

    評価基準に基づき審査を行い、最も高い評価を得た第二次審査対象事業者を受託

候補者に選定し、契約締結手続きを行う。なお、ＩＴ導入補助金承認前の申請サポ

ートについては、システム構築契約締結前に仮契約とする。システム構築に係る契

約期間は、構築期間の範囲とし、別途、システム賃貸借及び保守契約を結ぶものと
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する。 

受託候補者が辞退等の理由により契約を締結できない場合には、次に高い評価を

得た第二次審査対象事業者を受託候補者とする。 

 （６）その他 

  次に掲げる事項に該当する者は失格とする。 

① 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合。 

② 本実施要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合。 

③ 見積金額が提案限度額上限を超える場合及び見積書宛名に誤りがあった場合。 

④ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合。 

⑤ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合。 

 

９ その他 

 （１）応募申込書を提出した後に辞退する場合は、書面により届け出るものとする。 

 （２）企画提案書及び見積書を提出した後に差替え及び再提出をすることはできない。

ただし、当公社から指示を受けた場合を除く。 

（３）当公社の必要に応じ、書類の追加提出を求める場合がある。 

（４）当公社は、審査および説明の目的のため、提案書、見積書等提出された資料の写

しを作成し、使用することが出来るものとする。 

（５）本プロポーザルへの参加にあたり要する費用は、当該事業者の負担とする。 

 

１０ 申込み及び問合せ先 

   公益財団法人江東区健康スポーツ公社 

事務局管理係 担当 津田・横田 

江東区健康センター（江東区東陽２－１－１） 

電 話：０３－３６４７－５４０２ 

ＦＡＸ：０３－３６４７－５０４８ 


